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定例総会次第 

 

 

開 会 

1．会長あいさつ 

2．来賓あいさつ 

3．議事 

(1) 報告第 1 号 会務報告について 

第 2 号 平成 30 年度決算の報告について 

第 3 号 令和元年度事業計画について 

第 4 号 令和元年度歳入歳出予算について 

第 5 号 令和元年度会費の負担基準等について 

第 6 号 役員の補充選任について 

(2) 議案第 1 号「ダム・発電関係市町村振興対策の充実 

・強化に関する要望」(案)について 

(3) その他 

閉 会 
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報告第 1 号 

会務報告について 

 

平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月 31日までの本協議会会務の概要を次

のとおり報告いたします。 
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5 月 23 日(水) 

全国町村会館 

第 3 会議室 

午後 1 時 

5 月 23 日(水) 

全国町村会館 

ホール A 

午後 1時 30分 

5 月 23 日(水) 

全国町村会館 

ホール 

午後 2時 30分 

Ⅰ 会議関係 

◆会議名 

日時・会場 
概 要 

◆会計監査会 

 

1.平成 29 年度歳入歳出決算について 

平成 29 年度歳入歳出決算について、佐々木監事、神田監事が会

計監査を実施した。また速水監事については、書面による会計監

査を行った。 

 

◆理事会 

 

［議事］ 

(1)報告第 1 号 会務報告について 

(2)議案第 1 号 平成 29 年度歳入歳出決算(案)について 

(3)議案第 2 号 平成 30 年度事業計画(案)について 

(4)議案第 3 号 平成 30 年度歳入歳出予算(案)について 

(5)議案第 4 号 平成 30 年度会費の負担基準等(案)について 

(6)議案第 5 号 役員の補充選任について 

(7)議案第 6 号「ダム・発電関係市町村振興対策の充実・強化 

に関する要望」(案)について 

・報告及び議案事項について、すべて原案どおり了承された。 

◆定例総会 

 

［出席者］ 

① 来賓  

ダム・発電関係市町村等振興議員連盟会長   山本  拓 氏

ダム・発電関係市町村等振興議員連盟顧問  細田 博之 氏 

資源エネルギー庁電力・ガス事業部長       村瀬 佳史 氏 

国土交通省水管理・国土保全局河川環境課長 

  森川 幹夫 氏 

 

② 会員市町村長等 
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11月 26日(月) 

全国町村会館 

ホール A 

午後 2 時 

◆会議名 

日時・会場 
概 要 

 

 

［議事］ 

(1)報告第 1 号 会務報告について 

(2)報告第 2 号 平成 29 年度歳入歳出決算について 

(3)報告第 3 号 平成 30 年度事業計画について 

(4)報告第 4 号 平成 30 年度歳入歳出予算について 

(5)報告第 5 号 平成 30 年度会費の負担基準等について 

(6)報告第 6 号 役員の補充選任について 

(7)議案第 1 号「ダム・発電関係市町村振興対策の充実・強化 

に関する要望」(案)について 

・報告及び議案事項について、すべて原案通り了承された。 

◆理事会 

 

［政策説明］ 

  「平成 31 年度水力発電関係予算概算要求等について」 

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力基盤整備課 

電源供給室長 曳野  潔  氏 

 

「これからの水力開発の地域貢献について」 

NPO 法人水力開発研究所 代表理事 井上 素行 氏 

［議事］ 

 (1)議案第 1 号「ダム・発電関係市町村振興対策の充実・強化 

に関する要望」(案)について 

(2)その他 

・「ダム・発電関係市町村等振興議員連盟」との合同勉強会 

について 

 

・議案第 1 号について原案の通り了承された。続いてその他とし

て、「ダム・発電関係市町村等振興議員連盟」との合同勉強会につ

いて事務局より説明を行った。 
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Ⅱ 要請活動関係 

1．平成 30 年 5 月 23 日  

5 月 23 日の定例総会において決定した「ダム・発電関係市町村振興対策

の充実・強化に関する要望」の実現を求め、辻会長(山梨県早川町長)が、同

日に行われたダム・発電関係市町村等振興議員連盟との合同勉強会におい

て、山本拓議員連盟会長、山田邦博国土交通省水管理・国土保全局長をはじ

め、出席国会議員、省庁関係者に対し要請を行った。なお、同要望は後日、

関係国会議員に配布した。 

2．平成 30 年 11 月 26 日  

11 月 26 日の理事会において決定した「ダム・発電関係市町村振興対策の

充実・強化に関する要望」の実現を求め、辻会長が、同日に行われたダム・

発電関係市町村等振興議員連盟との合同勉強会において、山本拓議員連盟

会長、細田博之議員連盟顧問、織田央林野庁森林整備部長をはじめ、出席

国会議員、省庁関係者に対し要請を行った。なお、同要望は後日、関係国会

議員に配布した。 

 

Ⅲ ダム・発電関係市町村等振興議員連盟 

1．合同勉強会 （平成 30 年 5 月 23 日） 

   ダム・発電関係市町村等振興議員連盟の山本拓会長に続き、本協議会

を代表して辻会長が挨拶を行った。 

続いて「ダム再生ビジョンと水源地域の振興」と題して、山田邦博国

土交通省水管理・国土保全局長、丸山準同河川環境課流水占用室長、小

坂善太郎林野庁森林整備部計画課長より説明を聴取した後、意見交換を

行った。 

2．合同勉強会 （平成 30 年 11 月 26 日） 

   ダム・発電関係市町村等振興議員連盟の山本拓会長の挨拶に続き、本

協議会を代表して辻会長が挨拶を行った。 

その後、報告事項として「流木対策」について、織田央林野庁森林整

備部長より説明を聴取した後、「木質バイオマスの利用推進」について、

海老原豊株式会社サナース代表取締役、阿部智同専務取締役より、「国

有林の現状」について、関口高士林野庁国有林野部業務課長より、「農

道・林道における車両の通行に関する措置」について、矢野彰宏林野庁

森林整備部整備課長、清野哲生農林水産省農村振興局整備部地域整備課

長よりそれぞれ説明を聴取した後、意見交換を行った。最後に、細田博

之議員連盟顧問が挨拶を行い、勉強会を締めくくった。 



報告第2号

(歳　入)

区分 金額

千円 千円 千円 千円 円 円 円

4,464 4,464 4,464,000 4,464,000 0

１ 会費 4,464 4,464 4,464,000 4,464,000 0

(1)会費 4,464 4,464,000 4,464,000 0

Ⅱ 繰越金 1,594 1,594 1,594,719 1,594,719 0

１ 繰越金 1,594 1,594 1,594,719 1,594,719 0 平成29年度繰越金

(1)繰越金 1,594 1,594,719 1,594,719 0

Ⅲ 諸収入 2 2 29 29 0

１ 諸収入 2 2 29 29 0

(1)預金利子 1 29 29 0

(2)雑収入 1 0 0 0

6,060 6,060 6,058,748 6,058,748

（Ａ）

平成30年度ダム・発電関係市町村全国協議会歳入歳出決算書

　　　　　 歳入合計

当初予算額 補正予算額 計

 節

Ⅰ 会費

款 項 目 調定額 収入済額 収入未済額 説 明

535市町村

予　　　　　算　　　　　現　　　　　額



(歳　出)

区分 金額

千円 千円 千円 千円 千円 円 円

Ⅰ 会議費 1,250 1,250 638,461 611,539

１ 会議費 1,250 1,250 638,461 611,539

(1)需用費 600 211,058 388,942 会議資料印刷費等

(2)役務費 250 131,483 118,517 通信運搬費等

(3)使用料及び
   賃借料

400 295,920 104,080 会場使用料

Ⅱ 事務費 955 955 812,316 142,684

１  事務費 955 955 812,316 142,684

(1)需用費 200 62,316 137,684 事務用品等

(2)役務費 5 0 5,000 通信運搬費等

(3)負担金 750 750,000 0 全国町村会への
負担金

Ⅲ 事業費 3,200 3,200 693,121 2,506,879

１ 事業費 3,200 3,200 693,121 2,506,879

(1)旅費 400 32,280 367,720

(2)需用費 2,500 639,956 1,860,044 印刷費,議連関係費等

(3)役務費 150 12,855 137,145 通信運搬費等

(4)使用料及び
   賃借料

150 8,030 141,970 会場・車両使用料

Ⅳ 予備費 655 655 0 655,000

１ 予備費 655 655 0 655,000

(1)予備費 655 0 655,000

歳出合計 6,060 6,060 2,143,898 3,916,102

3,914,850

（Ｂ）

円 は令和元年度へ繰越

不用額支出済額款

 歳入歳出差引残額（Ａ－Ｂ）

備 考項 目 当初予算額 補正予算額
予備費支出及
び流用増減 計

節

予　　　　　算　　　　　現　　　　　　額
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報告第 3 号 

令和元年度事業計画について 

1．会 議 

(1) 令和元年  5 月 22 日（水） 理事会、定例総会、監査会 
(2) 令和元年  10 月 1 日（火） 常任理事会 
(3) 令和元年  11 月 25 日（月）   理事会 

〈その他、必要に応じ開催〉 

2．令和元年度政府予算対策 

ダム・発電関係施設等所在市町村の振興、発展をはかるため、会員市町村

の意向を集約しつつ施策等についての意見を取りまとめ、令和元年度政府予算

編成に向けて、関係国会議員、関係府省等に対し、要請活動を行う。 
特に、水力交付金の恒久化及び交付単価の引き上げをはじめ、水源地域振

興対策の推進について強力に活動を展開する。 

3．情報の収集と資料配布 

上記 2 に関係する情報の収集に努め、必要に応じ会員市町村等に配布する。 

4．会員市町村等との連携強化 

(1) 会員市町村の相互理解と協力体制の強化をはかる。 
(2) 都道府県支部・協議会と本部との連携強化をはかる。 
(3) ダム・発電関係市町村等振興議員連盟との連携強化をはかる。 
(4) 全国町村会をはじめ、関係団体との連携強化をはかる。 
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報告第 4 号 

令和元年度歳入歳出予算について 

令和元年度ダム・発電関係市町村全国協議会歳入歳出予算は、次に定める

ところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、8,389 千円と定める。 

２．歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は別表「歳

入歳出予算事項別明細」による。 

（一時借入金） 

第２条 一時借入金の借入最高限度額は、1,000 千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第３条 歳出予算の各項の経費の金額は、同一款内において流用できる

ものとする。 



（ 歳　入 ）

比　較

（増△減） 区　分 金　額

千円 千円 千円 千円

Ⅰ  会　費 4,473 4,464 9

１  会　費 4,473 4,464 9

(1)会費 4,473 536市町村

Ⅱ  繰越金 3,914 1,594 2,320

１  繰越金 3,914 1,594 2,320

(1)繰越金 3,914

Ⅲ  諸収入 2 2 0

１  諸収入 2 2 0

(1)預金利子 1

(2)雑収入 1

8,389 6,060 2,329

節
説　　明

歳入歳出予算事項別明細

款 項　目 元年度 30年度

歳　入　合　計



比　較

（増△減） 区　分 金　額

千円 千円 千円 千円

Ⅰ 会議費 3,800 1,250 2,550

1  会議費 3,800 1,250 2,550

(1)需用費 3,000 会議資料印刷費等

(2)役務費 400 通信運搬費等

(3)使用料及び 400 会場使用料等

    賃借料

Ⅱ 事務費 1,055 955 100

1  事務費 1,055 955 100

(1)需用費 300 事務用品等

(2)役務費 5 通信運搬費等

(3)負担金 750 全国町村会への

負担金

Ⅲ 事業費 2,900 3,200 △ 300

1  事業費 2,900 3,200 △ 300

(1)旅費 250

(2)需用費 2,300 印刷費, 議連関係費等

(3)役務費 200 通信運搬費等

(4)使用料及び 150 会場・車両使用料

    賃借料

Ⅳ 予備費 634 655 △ 21

1  予備費 634 655 △ 21

(1)  予備費 655

8,389 6,060 2,329歳　出　合　計

項　目 元年度 30年度
節

説　　明

（ 歳　出 ）

款
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報告第 5 号 

令和元年度会費の負担基準等について 

令和元年度会費の負担基準等は、次のとおり定める。 

記 

1．会費の負担基準 

(1) 均等割 
各市町村につき 4,000 円 

(2) 応能割 
各市町村の平成 30 年度の「電源立地地域対策交付金」（水力交付金相

当部分）交付額を基準とし、次の区分による応能割額とする。 

〔電源立地地域対策交付金（水力交付金相当部分）別応能割額〕 

交付金額別区分 応能割額 

(1) 交付金なし 

(2)  440万円以上～1,500万円まで 

(3) 1,500万円超 ～3,000万円まで 

(4) 3,000万円超 ～5,000万円まで 

(5) 5,000万円超 

0円 

4,000円 

9,000円 

14,000円 

19,000円 

2．納入期限 

令和元年 9 月末日迄 

3．納入方法 

都道府県支部が設置されている市町村にあっては都道府県支部を通じて

（送付先は所属の支部協議会となる）、設置されていない市町村にあって

は直接、みずほ銀行町村会館出張所の本会普通預金口座へ納入する。 
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報告第 6 号 

役員の補充選任について 

 
 
現在欠員となっている役員について、規約第７条に基づき、下記のとおり

補充選任する。 

 

 

 
【九州地区】 

・常任理事  田島 健一 （佐賀県白石町長） 
 

 

 
【北信・東海・近畿地区】 

・監事    山名 宗悟 （兵庫県神河町長） 

 



ダム・発電関係市町村全国協議会

令和元年５月２２日

会　長　　辻　　　一　幸

ダム・発電関係市町村振興対策の

充 実 ・ 強 化 に 関 す る 要 望（案）

議案第1号



1 
 

ダム・発電関係市町村振興対策の 

充 実 ・ 強 化 に 関 す る 要 望 

 

ダム・水力発電施設が立地する我々市町村は、中山間

地域等の条件不利地域に所在し、これまで多くの犠牲を払

いながら、水源地域として森林を形成し水資源を育み、

「水」や「電力」の安定供給という、重要かつ公益的な

役割を担うことで、国民生活やあらゆる社会経済活動を支

えてきた。 

 

しかしながら、過疎化・少子高齢化の進行、財政基盤

の脆弱化、集中豪雨の多発、その被害の激甚化など、我々

水源地域は極めて厳しい状況にある。 

 

国土保全、水源のかん養、河川環境の維持・保全を通

じた水資源の開発や、クリーンで安全な水力発電の安定

供給等、水の恵みを将来にわたって享受することができる

社会を目指す水資源政策の実施には、水源地域の視点に

立った地域振興対策の充実・強化が不可欠である。 

 

よって、政府、国会においては、令和 2 年度の予算編

成並びに施策の推進にあたって、次の事項を実現するよ

う、強く求める。 

1



 

 
 

< 重 点 事 項 > 
 

1. 水源地域対策について 

(1)  新たな森林管理システムの導入に当たっては、地域の実情に

合わせた体制整備が行えるよう、国及び都道府県による支援の

強化を図ること。 

(2)  「ダム再生ビジョン」を踏まえ、既設ダムの設備更新・改修、

発電設備の設置等による水力発電の出力・電力量増加並びに

地域振興を推進するとともに、十分な予算措置を講じること。 

(3)  ダムや水力発電施設所在市町村による河川管理の役割を踏

まえ、流水占用料等の在り方の抜本的な見直しを図ること。 

  

 

2. 水力発電施設周辺地域交付金（水力交付金）について 

発電施設所在市町村の活性化のため、水力交付金を法律に基

づく恒久的な措置とすること。また水力交付金の交付単価を平成

22 年度水準以上に引き上げること。  
 

 

3. 水源地域の防災対策、関連施設対策について 

(1)  近年、集中豪雨による山地災害等の頻発・激甚化やダム湖

岸の崩落の危険性が高まっていることを踏まえ、砂防設備や治

山施設等の設置、森林の整備等、山地防災力の強化に向けた

取組を推進すること。また、豪雨が予想される際には、事前の

放流によりダムポケットを確保し治水機能を発揮する運用を行

うこと。 

(2)  ダム貯水池における堆砂は、その治水・利水機能を低下さ

せるだけでなく、洪水や長期濁水の原因となり、流域住民に甚

大な被害を与えることから、ダム管理者が浚渫などの適切な堆

砂対策をとれるよう、国として支援措置を講じること。 

2



 

3 
 

1. 水源地域対策について 

［内閣府、総務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省］ 

(1) 「ダム再生ビジョン」を踏まえ、既設ダムの設備更新・改修、
発電設備の設置等による水力発電の出力・電力量増加並びに
地域振興を推進するとともに、十分な予算措置を講じること。 

(2) 水循環基本計画を踏まえ、水源林の整備・保全、地域振興
活動の担い手の育成、水源地域の資源を活用した特産品の開
発・流通・情報発信の推進等、水源地域における継続的な地
域振興策を講じること。 

(3) ダムが地元住民や観光客の憩い場となるよう、総合水系環境
整備事業等を推進するとともに、実施にあたっては地元市町村
の意見を尊重すること。 
 また、ダム湖利用の規制の緩和、景観への配慮など、観光
振興等に利活用しやすい環境を整備すること。 

(4) 水源地域の環境を保全し、上下流にわたる河川環境の改善を
はかるため、以下の事項を推進すること。 

①合併浄化槽、集落排水、下水道等の整備等により、ダム湖
水質の改善を推進するとともに、助成措置を拡充すること。 

②ゴミや廃棄物等の不法投棄及び河川等への流入防止対策を
徹底すること。 

③魚道の設置など生物生息環境及 び河床環境 の改善対策 を
推進すること。 

④環境や親水等に配慮した河川周辺の整備を促進すること。 

⑤既設ダムがもたらす下流域河川の水質変化、更には河川の樹
林化の拡大や生物の生息・生育状況の変化等への環境改善
対策を強力に推進すること。また、河川管理者、地元自治体、
発電事業者、内水面関係者等が連携し、環境改善対策を推
進する体制整備を促進すること。 
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(5) 水源地域における道路整備を推進するとともに、ダム湖周辺に
整備した公園等緑地の保全に係る助成措置を拡充すること。 

(6) 水源林保全のため、水源林造成事業を推進するとともに、放
置山林対策を強化すること。 

(7) 外国資本による水源地域の買収に対する規制を強化すること。 

(8) 水源地域対策特別措置法について 

①法適用要件に農地以外の水没面積を含めるなど、指定基準
の緩和及び整備事業の拡充を図ること。 

②法第 12 条で規定する整備事業の負担の調整等については、
下流の受益者負担を義務化すること。 

③水源地域の指定を市町村単位に変更すること。 

④法制定(昭和 48 年 10 月)以前に完成した非適用ダムに対し、
同様の支援措置を講じること。 

(9) 水源地域対策基金に対する助成措置を講じること。 

(10)「水源地域ビジョン」の対象ダムの範囲を拡げること。 
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2. 電源立地地域対策について 

［総務省、経済産業省、国土交通省］ 

(1) 電源立地地域対策交付金(水力発電施設周辺地域交付金相
当部分)の恒久措置化等について 

①発電施設所在市町村の活性化のため、水力交付金を法律に
基づく恒久的な措置とすること。また、水力交付金の交付単
価を平成 22 年度水準以上に引き上げること。 

②揚水発電の果たす役割を適切に評価し、活用・整備を促進
するとともに、一般水力発電の 2 分の 1 となっている揚水発
電の交付金単価を一般水力発電と同等とすること。 

③水力交付金の使途制限をさらに緩和するとともに、提出書類
様式の統合・省略化等、事務手続きの簡素化を図ること。 

(2) 発電施設所在地域の振興のため、電力移出県等交付金相当
部分に係る市町村枠の拡大を図るとともに、一定の電力を移出
する市町村に対する電力移出市町村交付金を創設すること。 

(3) 中小水力発電に対する支援の充実 

①電源立地地域対策交付金に係る各種交付金の対象を、出力
が 1,000kW 未満の発電施設が所在する市町村にも拡大する
とともに、中小水力発電の導入促進のための技術指導、情報
提供等、関連施策を充実・強化すること。 

②中小水力・地熱発電開発費等補助金については、その補助
率を大幅に引き上げること。 

(4) 発電水利権の許可・更新について 

水利権の許可・更新にあたっては、地元市町村の意見を十
分に尊重し、環境に配慮した十分な河川維持流量を確保するこ
と。また、水質保全、生態系の維持等に支障がある場合は、
更新時に行うこととされている河川維持流量の確保について、地
元市町村長の申し出により、期間更新前に行うことができるよう
にすること。 
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3. 水源地域を支える税財政措置の拡充・改善について 

［内閣府、総務省、財務省、農林水産省、経済産業省、国土交通省］ 

(1) 新たな森林管理システムの導入に当たっては、地域の実情に
合わせた体制整備が行えるよう、国及び都道府県による支援の
強化を図ること。 

(2) ダムや水力発電施設所在市町村による河川管理の役割を踏
まえ、流水占用料等のあり方の抜本的な見直しを図ること。 

(3) ダム・発電関係施設に係る固定資産税の課税標準について
は、財務省令で定める耐用年数を、利用実態に合わせて見直
すとともに、物価変動を加味するなど、評価の適正化を図ること。 

(4) 「変電又は送電施設等に対する固定資産税の課税標準等の
特例」に規定される固定資産税の軽減措置については、関係
市町村の財政状況が極めて厳しいことから、廃止すること。 

(5) 災害や老朽化等に伴う売電を目的とする水力発電施設の更
新・改修等について、過疎債の適用対象とすること。 

(6) 国有資産等所在市町村交付金については、対象ダムの範囲を
拡大するとともに、交付金算定標準額の特例措置を廃止するこ
と。また、独立行政法人水資源機構が所有するダムに係る固定
資産税については、課税対象の範囲を拡大すること。 
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4. 水源地域の防災対策・関連施設対策について 

［内閣府、総務省、財務省、農林水産省、経済産業省、国土交通省］ 

(1) 近年、集中豪雨による山地災害等の頻発・激甚化やダム湖
岸の崩落の危険性が高まっていることを踏まえ、砂防設備や治
山施設等の設置、森林の整備等、山地防災力の強化に向けた
取組を推進すること。また、豪雨が予想される際には、事前の
放流によりダムポケットを確保し治水機能を発揮する運用を行
うこと。 

(2) ダム貯水池における堆砂は、その治水・利水機能を低下さ
せるだけでなく、洪水や長期濁水の原因となり、流域住民に甚
大な被害を与えることから、ダム管理者が浚渫などの適切な堆
砂対策をとれるよう、国として支援施策を講じること。 
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根羽村、 天龍村、泰阜村、大鹿村、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑
村、木曽町、生坂村、白馬村、小谷村、山ノ内町、木島平村、信濃町、栄村

26

青梅市、奥多摩町

相模原市、山北町、箱根町、愛川町、清川村

山梨県
甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、
北杜市、甲斐市、上野原市、甲州市、市川三郷町、早川町、身延町、南部町、
西桂町、忍野村

17

新潟県
長岡市、三条市、新発田市、加茂市、十日町市、村上市、糸魚川市、妙高市、
五泉市、上越市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、阿賀町、湯沢町、津南町、関川村

17

岐阜県
高山市、関市、中津川市、美濃市、瑞浪市、恵那市、美濃加茂市、可児市、
飛騨市、本巣市、郡上市、下呂市、垂井町、関ヶ原町、揖斐川町、川辺町、
七宗町、八百津町、白川町、御嵩町、白川村
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静岡県
静岡市、浜松市、富士宮市、島田市、裾野市、伊豆市、東伊豆町、小山町、
川根本町

9



都道府県 数

愛知県 5

三重県 7

滋賀県 9

京都府 5

兵庫県 5

鳥取県 9

山口県 2

徳島県 7

香川県 3

長崎県 2

合計 536

市    町    村    

豊田市、新城市、設楽町、東栄町、豊根村

松阪市、名張市、尾鷲市、熊野市、多気町、大台町、紀北町

大津市、長浜市、甲賀市、高島市、東近江市、米原市、日野町、愛荘町、多賀町

鳥取市、若桜町、智頭町、八頭町、三朝町、伯耆町、日南町、日野町、江府町

島根県
浜田市、出雲市、益田市、安来市、雲南市、奥出雲町、飯南町、美郷町、
津和野町、吉賀町

10

岡山県
岡山市、津山市、高梁市、新見市、備前市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、
奈義町、美咲町、吉備中央町

12

宇治市、南丹市、笠置町、南山城村、京丹波町

川西市、養父市、朝来市、神河町、香美町

奈良県
奈良市、天理市、桜井市、五條市、宇陀市、山添村、吉野町、天川村、
野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村

13

和歌山県
和歌山市、田辺市、新宮市、紀の川市、岩出市、かつらぎ町、湯浅町、広川町、
有田川町、由良町、印南町、みなべ町、日高川町、白浜町、那智勝浦町、
古座川町、北山村

17

愛媛県
松山市、今治市、宇和島市、新居浜市、西条市、大洲市、四国中央市、西予市、
東温市、久万高原町、砥部町、愛南町

12

高知県
高知市、安芸市、香美市、北川村、馬路村、本山町、大豊町、土佐町、大川村、
いの町、仁淀川町、越知町、檮原町、四万十町、大月町、三原村、黒潮町

17

広島県
広島市、呉市、三原市、府中市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、
廿日市市、安芸高田市、安芸太田町、北広島町、神石高原町

13

山口市、周南市

阿南市、三好市、勝浦町、上勝町、那賀町、つるぎ町、東みよし町

東かがわ市、小豆島町、綾川町

対馬市、長与町

熊本県
菊池市、阿蘇市、美里町、大津町、小国町、御船町、山都町、湯前町、水上村、
五木村、球磨村、苓北町

12

大分県
別府市、日田市、佐伯市、臼杵市、竹田市、宇佐市、豊後大野市、由布市、
九重町、玖珠町

10

福岡県
北九州市、福岡市、久留米市、八女市、古賀市、うきは市、朝倉市、
糸島市、那珂川町、篠栗町、久山町、香春町、添田町、みやこ町、築上町

15

佐賀県
佐賀市、唐津市、多久市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市、吉野ヶ里町、
みやき町、大町町、白石町

11

沖縄県 国頭村、大宜味村、東村、宜野座村、金武町、読谷村、久米島町 7

宮崎県
宮崎市、都城市、延岡市、小林市、日向市、西都市、高原町、綾町、西米良村、
木城町、川南町、都農町、諸塚村、椎葉村、美郷町、日之影町、五ヶ瀬町

17

鹿児島県
鹿屋市、阿久根市、出水市、垂水市、薩摩川内市、日置市、曽於市、霧島市、
いちき串木野市、南さつま市、志布志市、奄美市、南九州市、伊佐市、
さつま町、長島町、錦江町、南大隅町、肝付町、徳之島町、天城町、伊仙町
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